


　2016 年 5 月 24 日、こうち勤労センター

7階の四国ろうきん研修室を会場に、11 の

会員団体から 10 名の代議員と 11 名の理事・

監事が出席、会員団体よりオブザーバー4名、

及び各地区労福協の代表が傍聴の下第 4回

通常総会が開催されました。

　総会は間嶋祐一副会長の司会で、総会が

定款に基づき成立しているとの報告があり、

議長の選任に入り岡林ゆり代議員（連合高

知）を選出しました。

　折田晃一会長の開会挨拶、高知県の竹﨑智子雇用労働政策課長、高知市の中澤慎二商工観光部長より

来賓挨拶を受け議案審議に入りました。

　第 1号議案 2015 年度活動報告、2号議案 2015 年度会計報告が井上寿夫事務局長より、会計監査報告

が斎藤泰弘監事よりあり、満場一致で承認されました。

　続いて第 3号議案 2016 年度活動計画案、4号議案 2016 年度予算

案が井上寿夫事務局長より提案され共に満場一致で承認されました。

　役員改選で新役員体制が承認

　本総会は役員改選期に当たり折田晃一会長より会員団体から推薦を

受け、再任及び新任となる役員候補者が提案され、役員全員が承認さ

れました。

　岡林ゆり議長が再任及び新任を承認された出席する役員個々に就任の意思確認を行い、全員から就任

の同意がありました。

　また、欠席理事監事については後日就任承諾書を徴求し就任の同意を得ることの指示があった。

　続いて議長より大会スローガンが読み上げられ満場の拍手で採択し、改選役員挨拶では、池澤研吉理

事が新任挨拶を行い、総会は午後 2時 30 分に全議案の審議終了し閉会しました。

　会長に折田晃一氏、副会長に間嶋祐一氏、山﨑秀一氏を互選

　続いて 2016 年度第 1回理事会が同会場で開催され、互選により代表理事（会長）に折田晃一氏、副

会長に間嶋祐一氏、山﨑秀一氏が選出されました。



　５月 28 日（土）三翠園にて「高知県労働者自主福
祉シンポジウム」を開催し、県内から 82 名が参加しま

した。

　このシンポジウムは、中央労福協が結成 60 周年迎え

た 2009 年に、10 年先を展望し「労福協の理念と 2020

年ビジョン」を策定し、「連帯・協同でつくる安心・共

生の福祉社会」の実現に向けて、全国で開催しており、

今回高知県でも開催することとなりました。

　今回は、労働者福祉運動の理念・歴史を学び、労働

者自主福祉の原点に立ち返り、運動の再構築を図り、「労働組合」と労働者自主福祉事業団体であ

る「労働金庫」「全労済」が『ともに運動する主体』であることを改めて認識し合いながら、労働

運動・労働者自主福祉運動を実践していくために開催することとなりました。

　四国労働金庫労働組合高知県支部の岡林副支部長の開会宣言に始まり、主催者を代表して四国

労働金庫労働組合高知県支部の田中支部長より挨拶がありました。来賓として、連合高知の折田

晃一会長、高知県商工労働部雇用労働政策課の竹﨑智子課長より挨拶をいただきました。

　第１部では「歴史から学ぶ労働運動・労働者自主福祉運動

の理念と課題」～労働金庫・全労済の誕生と労働組合の関わ

り方を中心に～をテーマに中央労福協アドバイザーの高橋均

氏より基調講演をいただきました。講演では、戦後、労働者

の生活が厳しいときに「助け合いの中から、労金・全労済は

労働組合が作った協同組合である」このことが今忘れられつ

つあるとのこと、労金・全労済と労働組合は「業者」と「お

客さま」の関係ではなく『ともに運動する主体』であること

の再確認し、最後に「連帯・絆で、会員・労金・全労済・生協運動を再発見していこう」で締め

くくりました。

　第２部のパネルディスカッションは「労働者自主福祉運動の現状と課題」と題して、コーディ

ネーターに折田晃一高知県労福協会長、パネラーは池澤研

吉連合高知事務局長、間嶋祐一四国労働金庫高知営業本部

長、山﨑秀一全労済高知県本部長、曽我秀秋高知県生協連

理事。それぞれの立場から労働者自主福祉運動を進めるに

あたっての現状と課題について報告がありました。本シン

ポジウムを契機に、労働組合・労金・全労済・生協運動を

重要な課題と認識しともに取り組んでいくことを確認しま

した。

　最後に、全労済労働組合西日本総支部高知支部の小野達也支部委員長から「本日参加者、自ら

がこの運動の主体であることを自覚し、取り組みを進め、お互い共有しながら進めて行こう」で、

本シンポジウムは閉会しました。



　西部労福協交流事業は、新たな趣旨でのスタートに当たり、「スローライフ」

「田舎の良さ発見」をコンセプトに香川県地域の各団体の協力の下６月３日

～４日に西部ブロック９県から53名（高知５名）の参加で開催されました。

　 一日目は、伝説の「鬼ヶ島（女木島）」、癒しの島で、

島のこころ総出のふれあいを体験しました。高松

港から鬼ヶ島までフェリーで 20 分（近いなと感

じ！）で到着、ＮＰＯ法人「スローライフ」代表岡内氏と地元の方の歓

迎を受け、最初にうどん打ち体験、料理は地元婦人会の地産地消メニュー

に舌鼓、そして「鬼ヶ島大洞窟」探検、桃太郎伝説の空間を楽しみました。

ゆっくりと時間が進み「スローライフ」な時を過ごしました。

　二日目は、「逆打ち」遍路の心に触れる道歩き、名物「打ち込みうどん」

とふれあいを体験、今年は４年に一度の「逆打ちへんろ」の年で、88 番札所

大窪寺～１番札所霊山寺へ「逆打ち」、何倍ものご利益がある

とのこと。大窪寺では「おへんろつかさの会」のガイドにて

歴史を学び、お昼は名物「打ち込みうどん」、そしてへんろ道

へ、途中香川県労福協の「お接待」

（参加者より、ありがとうございま

したの声）、当時のへんろ道をしば

し体感しました。

　本交流事業は中四国９県の持ち回りで、交流を

図るために毎年継続して取り組んでいる事業です。

「逆打ち」ご利益３倍？
逆打ちの始まり

昔、伊予の国（愛媛県）に衛門三郎という庄屋が住んでいました。ある日、家に托鉢僧がやって来たが、

竹箒で追い払いその後次々と息子たちが亡くなった。

「あの時の托鉢僧が弘法大師であった」と気付き、許しを請うために 88 か所を巡拝している弘法大

師の後を追い、お遍路を始めた。

ところが 20 回巡っても、いっこうに会うことが出来ず、21 回目に「逆に回れば会えるのでは」と

逆方向に回ったところ弘法大師に会え、許しを請うことが出来たことが「逆打ちの始まり」と今に伝

わっています。

衛門三郎が逆から巡りはじめた年がうるう年だったということもあり、四年に一度のうるう年に逆

打ちすると、弘法大師に会えるといわれています。

衛門三郎が弘法大師に会えた年は、うるう年で 60 年に一度の丙申の年だったとする説があり、今年

がその年で「逆打ちへんろの好機」とか・・・。

「逆打ち」は道順が分かりにくく「順打ち」よりも骨が折れます。

≪逆打ちご利益には諸説ありますので本内容については、各種資料（インターネットを含む）を参照しています。≫



　５月 21 日（土）、高知会館にて第 42 回労働安全衛生学校がＮＰＯ法

人高知県労働安全衛生センター・連合高知・一般社団法人高知県労働

者福祉協議会の共催で開催され、労働団体・労働者自主福祉事業団体

などから 70 名が参加しました。

□「職場のストレスチェックについて」
　今回のテーマは「職場のストレスチェックについて」、サブテーマを

「その内容と今後の課題は」にて、講師に高知県立精神保健福祉セン

ター・山﨑正雄所長の講演がありました。

　労働安全衛生学校の冒頭、共催団体を代表して折田晃一高知県労福協会長のあいさつがあり、続いて

浜田嘉彦高知県労働安全衛生センター専務理事の司会で講演に入りました。

□「その内容と今後の課題は」
　職場のメンタルヘルスは、なぜ重要になってきたか？　一番大きいのが職場環境の変化（ひとり一人

の仕事量の増加・能力主義の拡大）で、家庭問題の複雑化（高齢化と少子化）、社会の変化（バブル崩

壊以降の不況、不景気、貧困問題）で始まりました。

　心の問題の多様化では、ストレスとメンタルヘルスの関係についてわかりやすく説明があり、メンタ

ルヘルスが心の病気という風に言われますが、実際は体の病気で出てくることが多く、心の病気、スト

レスによってメンタルヘルスの状態となる、との話がありま

した。

　続いてストレスチェック制度では、2015 年 12 月労働安全

衛生法の施行により、2016 年 4 月から制度が始まっており、

2016 年 11 月 30 日までに第 1回を実施するよう義務付けら

れている。

　目的は何か？　労働者が働く毎日の中で、自身のストレス

状況に気づき、心の健康を守ることで、労働者のメンタル不

調を未然に防ぐということであって、病気とかメンタルヘル

スの不調を発見するということではない。

　労働者が 50 名以上の事業所は実施が義務で、自己記入方式の質問票に記入します。記入した結果に

基づきストレスチェック状況を実施者（産業医や保健師等）が所定の調査票にてチェックし、結果は本

人に通知されます。実施者が一定以上のストレスと判断したとき、医師の面接等（秘密は厳守）を申出

により受けることができます。

　労働者が申出るか申出ないか、受けるか受けないかは本人の意思が尊重され、面接申出者は医師や保

健師等と面接し、面接の結果、就業上の措置等が必要と判断すれば事業所に告げられ、就業上の措置等（事

業者の義務）が講じられます。尚、労働者が申出たとき、申出ないときに不利益にならないことが明記

されています。

　通常の一般健康診断は事業者に通知されますが、ストレスチェックの調査結果については、本人の同

意なく結果を事業者（社長、人事権を持つ者）等に提供してはならないと明記されています。

　最後に講師よりストレスチェック制度で、産業医や保健師等と面談が出来ますが、専門職のカウンセ

リングよりも、身近な人「この人は私を理解してくれる」をつくること、身近な人が当たり前に受け止

めてくれることが大切ですので、それを考えていただきたいと考え方を述べられ講演が終了しました。



　高知市内を南北に分断する鏡川の緑地帯みどりの広場を中継点として、6区間を競う職場対抗

駅伝大会を 3月 12 日（土）に開催しました。最終的に 49 チームの参加で、選手・スタッフ・

応援を含め約 500 名が集った大会となりました。

　参加チームからの警備要員の方のご協力も含め、事故やけがもなく、全体の運営もスムーズ

に進めることができました。

　競技方法は、スピードを競うタイムレースに加え、事前にチームの申告タイムを登録してい

ただき、実際の時間との誤差を競うピッタリ賞の２部門を用意。また、個人区間賞も表彰しま

した。

　「ろうきん職場対抗駅伝」はすっかり職場に根付き、常連参加チームでは新春の恒例行事とし

て、初めての参加チームには、今後もぜひ継続的に参加もお願いしたいところです。

各チームの選手の皆さんが、
元気よくスタートしました。
日頃の練習の成果を発揮す
るべく、また、チームとし
ての目標に向けて、それぞ
れの思いとともに、たすき
をつなぎました。

天候にも恵まれ、絶好
の駅伝日よりとなり、
今年も多くの職場から、
たくさんの選手のみな
さんが参加してくださ
いました。



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



■全労済高知県本部　会議開催報告■

開催日時：2016 年 5 月 31 日（火）　開催場所：城西館

　2016 年 5月 31 日（火）に、城西館において「2015

年度単組代表者・共済推進担当者会議」を開催し、

多くの単組代表者及び各協力団体代表者、共済推進

担当者のご出席をいただきました。

　また、会場入口では、平成 28 年熊本地震の被災

者の方にお届けする義援金募金を呼びかけ、多くの

出席者の方にご協力いただくことができました。

2015年度単組代表者･共済推進担当者会議を開催しました

＜議題＞

⑴�　「Zetwork-60」2016 年度主な取り組み課題＜組合員討議案＞および「Zetwork － 60」組織改革実

行プログラム＜組合員討議案＞について

⑵　高知県本部 2015 年度事業活動報告（案）および 2016 年度事業活動計画（案）

⑶　公的医療保険制度の改定と医療保障の必要性について

⑷�　全労済高知県本部第７回代表者会議ならびに高知県労働者共済生活協同組合第 62 回通常総代会

にむけて

旅 エアーもホテルも選べるトラベル!

■お問い合わせ・お申込み■
高知県知事登録旅行業第 2-35 号

一般社団法人 高知県勤労者旅行会
高知市本町4-1-32　こうち勤労センター4Ｆ

ＴＥＬ（088）8 2 4 ―3 1 0 0

平成 28 年 4 月現在の料金です

●１名様からお申込みいただけます

●�ご出発日の前日から起算して7日前までに

お申込みください

●�出発日から最大14日間まで復路延長可能

（条件有）

●�出発日の21日前よりキャンセル料がかか

ります

●詳しいパンフレットが当社にございます

東京
神奈川
千葉
埼玉
栃木
群馬
長野

¥31,800～¥53,800
ANA シティプラン お一人様

1 泊 a グループホテル・往復基本フライト利用

上記商品以外も、北海道、北陸、名古屋、福岡、沖縄、東京ディズニーリゾー
ト、ユニバーサルスタジオなど、各方面航空パック商品取り扱っており
ます。詳しいパンフレットがございます。お電話でお問い合わせ下さい。

1 泊　2泊　3泊

東京
神奈川
千葉
埼玉
栃木
長野

¥31,800～¥80,100
JAL マイステイ お一人様

1泊 aグループホテル・往復基本フライト利用1 泊　2泊　3泊

関西
大阪
京都
兵庫
奈良
滋賀
和歌山

¥22,800～¥45,800
ANA シティプラン お一人様

1 泊 a グループホテル・往復基本フライト利用1 泊　2泊

往復選べるフライト！ 全ホテル朝食付き！



公職選挙法改正のポイント
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選挙（投票）権年齢が「18歳以上」に

期日前投票で
投票時刻の延長が可能に

投票所に入ることができる
子どもの年齢制限を拡大

駅などでも投票可能に

第24回
参議院選挙

投票方法イロイロ

投票は２種類

投票日に行けない方は期日前投票

問い合わせ先 日本労働組合総連合会（連合）政治局 〒101-0062　東京都千代田区神田駿河台3-2-11
電話：03-5295-0524　Ｅメール：jtuc-seiji@sv.rengo-net.or.jp
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比例代表と選挙区

毎日が投票日

公職選挙法改正のポイント

2015年６月に成立した改正公職選挙法で選挙（投票）権年
齢が18歳以上に引き下げられました。国政選挙で18歳有権
者が誕生するのは今回の第24回参議院選挙が初めてです。

理由はなんでもＯＫ
・出張などの仕事や冠婚葬祭などの予定がある方
・旅行などの予定が入っている方
・入院や出産などでその日に投票に行けない方

選挙の当日、既存の投票区の投票所とは別に、市区町村の区
域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票できる共通投
票所の設置が可能となります。

期日前投票では、開始時刻の２時間以内の繰上げおよび終了
時刻の２時間以内の繰下げが可能になります。

投票所に入ることができる子どもの範囲が、現行の「幼児」か
ら「児童、生徒その他の18歳未満の者」に拡大されます。

とにかく支持する候補者の氏名を書こう

GO VOTE!投票に行こう！

投票できる期間　公示日の翌日から投票日の前日まで
投票できる時間　 8:30～20:00（現行）
 ※それぞれ２時間以内の繰上げ・繰下げ可
投票場所　　　　選挙人名簿に登録されている市区町村の「期日前投票所」
詳しくは市区町村の選挙管理委員会に確認してください。

参議院選挙の投票方法は２つです。

・選挙区選挙　・比例代表選挙

選挙区選挙は、基本的に都道府県ごとに区分けされた「選挙区」です。

区分けに応じた「候補者名」を書きます。比例代表選挙は、全国共通で、

各政党の名簿に記載された「候補者名」または「政党名」を書けます

が、自分が支持する候補者がいれば必ず「候補者名」を書きましょう。

※最大午前6時30分～午後10時

  日 　月 　火 　水 　木 金 土

    23 24 25

26 27 28 29 30 1 2

 3 4 5 6 7 8 9 

7

6
22

公示日

10 期日前投票が可能な期間

2016年

７月

参
議
院

選
挙
投
票
日

 








